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千葉市税等のコンビニエンスストア等収納業務委託仕様書 

 

１ 目的 

本仕様書は、コンビニエンスストア（以下「コンビニ」という。）及びスマートフォン決済事業者（以

下「コンビニ等」という。）を介して行う市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、

自転車整理手数料及び保育料等の収納業務を委託するに当たり必要な事項を定めるものである。 

 

２ 用語 

この仕様書において用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）市税等及び料金所管課（班） 

次に掲げる料金のことをいい、令和３年９月１日時点の各料金の料金所管課（班）は以下のとおり

とする。 

ア 市県民税（普通徴収）、固定資産税及び都市計画税、固定資産税（償却資産）、軽自動車税（種別

割）（以下「市税」という。）…納税管理課 

イ 国民健康保険料…健康保険課保険料班 

ウ 後期高齢者医療保険料…健康保険課高齢医療班 

エ 介護保険料…介護保険管理課 

オ 自転車整理手数料…自転車政策課 

カ 保育料、延長保育料、副食費、一時預かり保育料、認定こども園保育料、認定こども園延長保育

料（以下「保育料等」という。）…幼保運営課 

（２）収納金 

納付書に基づいて、コンビニ直営店及びコンビニ本部との間で加盟店基本契約を締結している加盟

店（以下「加盟店」という。直営店と加盟店を併せて以下「取扱店」という。）及びスマートフォン決

済事業者（以下「スマホ決済事業者」という。取扱店とスマホ決済事業者を併せて以下「取扱店等」

という。）において収納した市税等のことをいう。 

（３）収納業務 

次に掲げる事務のことをいう。 

ア 発注者が作成した納付書に基づき、取扱店等が市税等を収納する事務 

イ 取扱店の各コンビニ本部（以下「本部」という。）及びスマホ決済事業者（本部とスマホ決済事業

者を併せて以下「本部等」という。）が収納金のデータを受注者に送付する事務 

ウ 本部等が収納金を受注者の指定する金融機関に振り込む事務（以下「振込み」という。） 

エ 受注者が本部等から送付を受けた収納金のデータを発注者に送付する事務 

オ 受注者が本部等より収納した市税等を、発注者が指定する金融機関の口座に払い込む事務（以下

「払込み」という。）   

（４）納付書 

納税者が市税等を納付するために使用する書式であり、形状はＯＣＲ帳票３連式又は４連式で、バ

ーコードが印字されているものをいう。 

（５）領収済通知書 

納付書のうち領収済通知書兼払込取扱票をいう。 

（６）原符 
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納付書のうち取扱店保管用のもの（原符兼払込金受領書）をいう。 

（７）領収証書等 

納付書のうち領収証書又は領収証書及び納税証明書をいう。 

（８）スキャンテスト 

受注者の変更、発注者側の納付書出力条件（プリンタ、バーコード印刷ソフト、用紙）等の変更に

対し、正常にバーコード読取が行える事を確認する試験をいう。 

（９）スマホ決済 

   納付書に表示されているバーコードをスマートフォン決済対応アプリケーション（以下「スマホア

プリ」という。）で読み込むことにより市税等を支払うことをいう。 

   ただし、後期高齢者医療保険料に係る収納業務においては使用しない。 

 

３ 契約業務内容 

（１）発注者が発行した納付書を使用して、コンビニ等を介して市税等の収納業務を行うこと。 

（２）納付書に印字されているバーコード情報を基に、取扱店等からの情報を取りまとめ、発注者に対し

て収納に関する情報を提供し、収納金の払込みを行うこと。 

（３）必要に応じて、スキャンテスト及び伝送テスト等を行うこと。 

（４）コンビニ等が当仕様書どおりに適切に業務を遂行するよう管理指導を行うこと。 

 

４ 契約方法 

  契約は、発注者と受注者の２者間で締結するものとする。 

 

５ 履行期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

６ 収納業務に係る委託料 

（１）発注者が負担する委託料の範囲は次のとおりとする。下記ア及びイ以外の、スキャンテスト及び伝

送テスト等にかかる費用については受注者負担とする。なお、履行期間中の各料金システム更改や組

織改編による請求課名の変更及び請求課の増減に伴う、下記ア及びイ以外の、スキャンテスト及び伝

送テスト等にかかる費用についても同様とする。 

ア 確報データに基づく収納１件あたりの契約単価に件数を乗じたもの。ただし、１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。 

イ 上記アに係る消費税（消費税及び地方消費税相当額）。ただし、１円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

（２）委託料の支払方法 

ア 前項に基づく委託料については、料金所管課（班）ごとに年１２回（月単位での請求・支払。た

だし、収納のない月は除く。）支払う。 

イ 受注者は、各料金所管課（班）に対し、料金ごとの委託料請求書に当該取扱収納データにおける

収納金の内訳を示した収納金内訳書を添付して提出する。料金所管課（班）はその請求書をもとに

委託料を支払う。委託料に関しては、当月中に送付された確報件数ではなく、払込まで完了した件

数を対象とする。なお、内訳書にはコンビニ別及びスマホ決済別の収納件数、収納金額を記載する
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こと。 

 

＊各年度の年間コンビニ収納見込件数     

 

ただし、各年度の年間取扱予定件数は変動する場合がある。 

 

７ バーコード 

領収済通知書の表面に表示されるバーコードは、一般財団法人流通システム開発センターが定めるＧ

Ｓ１－１２８シンボルを用いるものとする。 

 

８ 収納データ 

（１）収納データの種類 

収納データは次の３種類とする。 

ア 速報データ 

  取扱店等にて収納を受付したことを表すデータ。 

イ 確報データ 

  速報データと領収済通知書を照合するなど、収納が確定したデータ。 

ウ 速報取消データ 

  速報データと領収済通知書を照合するなど、収納が取り消されたデータ。 

（２）収納データのフォーマット 

収納データは、以下の構成で発注者に提供する。 

ア ヘッダーレコード 

イ データレコード（以下は必須項目） 

・データ種別…速報、確報、速報取消の別 

・収納日付…取扱店等での収納年月日（西暦） 

・収納時間…取扱店等での収納時間 

・バーコード情報…バーコード内容を無編集で設定 

・収納店舗コード 

・支払予定日…確報データのみセット 

・CVS コード（スマホアプリコードを含む） 

・コンビニ名称（スマホアプリ名称を含む） 

(単位：件）

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 計

822,000 861,000 901,000 940,000 980,000 4,504,000

364,900 364,900 364,900 364,900 364,900 1,824,500

59,982 66,580 73,904 82,033 91,057 373,556

128,500 141,500 156,000 172,000 189,500 787,500

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 135,000

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 55,000

1,413,382 1,471,980 1,533,804 1,596,933 1,663,457 7,679,556合計

市税

国民健康保険料

後期高齢者医療保険料

介護保険料

保育料等

自転車整理手数料
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ウ トレーラーレコード 

エ エンドレコード 

（３）通信手順 

収納データは発注者の指定する業者で受信可能であること。また、通信手順は、発注者及び発注者

の指定する業者と受注者で協議して定めること。 

（４）データファイル形式 

別紙データファイルレイアウト（千葉市仕様伝送フォーマット）で提供すること。 

 

９ 取扱店における収納業務の取扱い 

（１）取扱店は、納付者からの納付書の提示に基づき、納付書のバーコードを販売情報管理システム搭載

レジ（以下「ＰＯＳレジ」という。）の光学式スキャナで読み取り、その情報に基づき市税等の収納を

受け付ける。なお、次の各号に該当する場合は、受け付けないものとする。  

ア 納付書にバーコードの表示がない場合 

イ 納付書の金額その他の事項が訂正又は改竄されていると認められる場合 

ウ 破損、汚損又は印刷不良により、バーコードが読み取れない場合 

エ バーコードの利用期限日が過ぎている場合 

（２）取扱店は、納付書に印字された金額と、納付者の支払金額を照合した上で、現金により収納するも

のとする。 

（３）取扱店は、納付書の指定箇所に領収印を押印し、領収証書等を納付者に返却するものとする。 

押印箇所  ３連式：領収済通知書・原符・領収証書 

４連式：領収済通知書・原符・領収証書・納税証明書 

なお、取扱店は、収納の事実がないにもかかわらず納付書に誤って領収印を押印した場合等、押印

した領収印を取消しする必要が生じたときは、当該納付書に押印された領収印が無効であることを示

す措置を講じ、納付者へ返却するものとする。 

（４）取扱店は、印紙税法（昭和 42 年法律第 23 号）第 5 条に基づき、領収証書等には収入印紙を貼付し

ないものとする。 

（５）取扱店は、収納した納付書のうち領収済通知書を、前日のレジ精算時から当日のレジ精算時までを

１単位とする営業日ごとに取りまとめ、本部に送付するものとする。 

（６）取扱店は、原符を３か月以上保管するものとする。なお、原符の保管にあたり漏洩、滅失すること

のないよう必要な措置を講じ、保管期間経過後は、焼却又は溶解等の確実な方法により原符を廃棄処

分するものとする。 

（７）取扱店は、収納業務に使用する領収印の保管に当たり、盗難又は目的外利用のないように善良な管

理者の注意をもって管理すること。 

（８）市税等のうち自転車整理手数料についてのみ、納付書に明示されている期限後の納付は認めないも

のとする。 

 

１０  本部における収納業務の取扱い 

（１）本部は、取扱店から送付されたＰＯＳレジの収納情報を収集し、速報として翌日に受注者に配信す

るものとする。 

（２）本部において、取扱店から送付された領収済通知書とＰＯＳレジにより収集された収納情報を基に
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収納金額の照合を行うものとする。 

（３）本部は、前項の照合の結果、速報に誤りがあった場合は、最も早い次の速報受渡時に速報取消しと

して配信するものとする。 

（４）本部は、第２項で照合された収納情報を受注者が作成した作業計画書に基づく単位で取りまとめ、

確報として、受注者に配信するものとする。 

（５）本部は、確報に対する取消しが発生した場合には、ただちに受注者に連絡する。受注者及び本部に

おいて、当該取消に係る収納金の清算を行うときは、取消分の収納金額の相殺は行わず、別途請求に

よるものとし、清算時期については確報に対する取消しが発生する都度協議するものとする。 

   （６）本部は、受注者の指定する金融機関口座に、収納金を本部から受注者への確報送付の単位で振込み

の手続きを行うものとする。 

（７）本部は、収納情報を１か月以上保存するものとする。なお、本部において、収納情報の保管に当た

り、漏洩及び滅失することのないよう必要な措置を講じるものとする。 

（８）本部は、領収済通知書を領収日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年以上保管するものと

する。また、受注者から収納情報を提供するよう依頼があったときは、受注者に領収済通知書の提供

を行うこと。なお、本部において、領収済通知書の保管に当たり、漏洩及び滅失することのないよう

必要な措置を講じ、保管期間経過後は焼却又は溶解等の確実な方法により廃棄処分する手続きを行う

ものとする。 

（９）本部は、契約締結時に取扱店の店舗名、店舗コード、所在地等（以下「店舗一覧」という。）を受注

者に提出するものとする。また、店舗一覧に変更がある場合には、遅滞なく変更の届出を受注者に提

出すること。 

 

１１  スマホ決済事業者における収納業務の取扱い 

（１）スマホ決済事業者は、スマホ決済による収納情報を収集し、速報として翌日に受注者に配信するも

のとする。 

（２）スマホ決済事業者は、収納情報を受注者が作成した作業計画書に基づく単位で取りまとめ、確報と

して、受注者に配信するものとする。 

（３）スマホ決済事業者は、確報に対する取消しが発生した場合には、ただちに受注者に連絡する。受注

者及びスマホ決済事業者において、当該取消に係る収納金の清算を行うときは、取消分の収納金額の

相殺は行わず、別途請求によるものとし、清算時期については確報に対する取消しが発生する都度協

議するものとする。 

   （４）スマホ決済事業者は、受注者の指定する金融機関口座に、収納金をスマホ決済事業者から受注者へ

の確報送付の単位で振込みの手続きを行うものとする。 

（５）スマホ決済事業者は、収納情報を５年間以上保存するものとする。また、受注者から収納情報を提

供するよう依頼があったときは、受注者に収納情報の提供を行うこと。なお、スマホ決済事業者にお

いて、収納情報の保管に当たり、漏洩及び滅失することのないよう必要な措置を講じるものとする。 

 

１２  受注者における収納業務の取扱い               

（１）受注者は、以下の取扱店及びスマホアプリにおける収納金及び収納情報の取扱いができなければな

らない。なお、取扱店及びスマホアプリの名称変更及び統合等があった場合は、令和３年９月１日時

点での下記取扱店及びスマホアプリを包含すること。 
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  ア 取扱店 

セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ＭＭＫ（ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｷｵｽｸ）設置店、 

ミニストップ、ローソン 

  イ スマホアプリ 

    PayPay、LINE Pay、PayB 

また、取扱店舗数及び対応できるスマホアプリは多い方が望ましいため、上記以外の取扱店及びス

マホアプリにおいても可能な限り、収納金および収納情報の取扱いを行うこと。 

（２）受注者は、本部より店舗一覧又は変更届の提出を受けた場合は、速やかに発注者に提出すること。 

（３）受注者は、LINE Pay 社との間の個人情報の取扱いが「政府機関・地方公共団体等における業務で

の LINE 利用状況調査を踏まえた今後の LINE サービス等の利用の際の考え方（ガイドライン）」（令

和３年４月３０日）に沿っていること確認し、個人情報の取扱い並びにシステム障害及びトラブル

等の発生について、年に一度報告を行うこと。 

（４）受注者は、速報データ、確報データの提供及び収納金の入金日程等について、月別ごとの作業計画

書を策定し、本部等及び発注者に提出しなければならない。なお、受注者は可能な限り、本部等から

入金を受けた都度、発注者の指定する金融機関の口座へ払い込む作業計画を策定すること。 

（５）受注者は、速報データを本部等から取得し、領収日の翌営業日に発注者又は発注者の指定する業者

に提供する。 

（６）受注者は、速報取消を確認した場合、速やかに必要な措置を行う。 

（７）受注者は、確報データを本部等から取得し、速やかに発注者又は発注者の指定する業者に提供する。 

（８）受注者は、本部等からの連絡によって確報データの取消しを確認した場合、速やかに発注者に報告

し、発注者、受注者及び本部等で協議し、必要な措置を講じなければならない。 

（９）受注者は、本部等で収納した収納金を確報データと照合する。 

（１０）受注者は、前項で照合した収納金を作業計画書に基づき取りまとめ、発注者の指定する金融機関

の口座へ払い込む。その際に、入金ごとに各料金所管課（班）に対して支払明細書を作成し、各料金

所管課（班）へ提供する。なお、入金は原則月６回以上とし、月の日数や土日祝日等の影響によりそ

れを下回る場合は、各年度初日までに発注者にスケジュールを提示し、了承を得ること。 

（１１）受注者は、収納情報を１５か月以上保存するものとする。なお、受注者は、収納情報の保管に当

たり、漏洩及び滅失することのないよう必要な措置を講じるものとする。 

（１２）発注者は受注者に対し、収納情報に係る報告又は検査を求めることができる。この場合において

受注者は、本部等において保管している収納情報等の受領その他必要な対応をとるものとする。 

  

１３  事故発生時の対応 

（１）発注者及び受注者は、本契約業務の遂行にあたって事故の発生を確認したときは、直ちに相手方に

報告するとともに協議を行い、必要な場合は、受注者は発注者の指示に応じなければならない。 

（２）発注者は、必要に応じ、受注者に事故報告書の作成を指示し、受注者はその指示から３日以内にこ

れに応じるものとする。提出期限を過ぎる場合、受注者は発注者に協議を行い、指示を仰ぐこととす

る。 

 

１４  収納金の保全 

受注者は、収納金の保全のための適切な措置をとるものとする。 
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１５  その他 

本仕様書に疑義のある事項又は定めのない事項については、発注者及び受注者で協議の上、合意し

て定めるものとする。 


